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「
車
中
泊
」
を
前
提
と
し
た
防
災
計
画
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
四
月
十
四
日
以
降
に
発
生
し
た
熊
本
を
中
心
と
す
る
地
震
で
は
、
余
震
へ
の
恐
怖
か
ら
避
難
場
所
を
自
家
用
車
の
中
に

求
め
、
「
車
中
泊
」
を
し
た
人
が
多
か
っ
た
。
発
生
か
ら
一
か
月
以
上
経
過
し
た
五
月
に
入
っ
て
も
な
お
、
狭
い
車
内
で
生
活

し
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
と
い
う
。

五
月
十
三
日
付
毎
日
新
聞
に
よ
る
と
、
熊
本
県
益
城
町
は
、
五
月
九
日
ま
で
に
町
内
の
指
定
避
難
場
所
を
再
編
し
、
屋
外
避

難
者
に
避
難
所
へ
の
移
動
を
勧
め
た
が
、
そ
れ
で
も
県
産
業
展
示
場
・
グ
ラ
ン
メ
ッ
セ
熊
本
な
ど
町
内
の
駐
車
場
に
は
十
一
日

の
時
点
で
七
百
人
以
上
が
車
中
泊
を
し
て
い
る
と
い
う
。
熊
本
を
中
心
と
す
る
地
震
で
は
、
五
月
十
一
日
現
在
で
十
九
人
が
地

震
関
連
死
と
み
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
六
人
が
車
中
泊
を
し
て
い
た
。
同
新
聞
で
は
、
内
閣
府
が
取
材
に
対
し
、
車
中
泊
は

「
あ
ま
り
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
。
今
後
対
応
を
考
え
る
必
要
は
あ
る
」
と
答
え
て
い
る
が
、
災
害
対
策
基
本
法
や
国
の
防
災

基
本
計
画
の
中
で
も
「
車
中
泊
」
は
想
定
し
て
お
ら
ず
、
緊
急
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
次
に
質
問
す
る
。

一

今
回
の
大
地
震
で
は
、
「
車
中
泊
」
に
関
連
す
る
報
道
が
多
く
見
ら
れ
、
今
後
、
大
き
な
災
害
が
起
き
た
時
、
「
車
中

泊
」
を
選
択
す
る
国
民
が
多
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
一
方
で
、
大
都
市
圏
で
は
、
「
車
中
泊
」
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ

る
、
大
渋
滞
や
交
通
事
故
な
ど
の
弊
害
が
起
き
る
こ
と
に
よ
る
、
大
き
な
混
乱
を
危
惧
す
る
声
も
あ
る
。
今
回
の
地
震
で
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「
車
中
泊
」
を
選
択
し
た
国
民
が
多
か
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
政
府
と
し
て
、
大
災
害
時
に
お
け
る
「
車
中
泊
」
に
対
し
て

ど
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
る
か
。

二

災
害
対
策
基
本
法
で
は
、
第
八
十
六
条
の
七
に
お
い
て
「
災
害
応
急
対
策
責
任
者
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
避
難

所
に
滞
在
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
被
災
者
に
対
し
て
も
、
必
要
な
生
活
関
連
物
資
の
配
布
、
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、

情
報
の
提
供
そ
の
他
こ
れ
ら
の
者
の
生
活
環
境
の
整
備
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て

い
る
。

（
一
）

災
害
対
策
基
本
法
は
「
車
中
泊
」
の
人
々
を
想
定
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
「
車
中
泊
」
の
人
々
に
対
し

て
ど
の
よ
う
に
情
報
の
提
供
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
の
か
。

（
二
）

今
後
、
「
車
中
泊
」
に
よ
る
避
難
を
想
定
し
て
、
災
害
対
策
基
本
法
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
意
見
が

あ
る
が
、
政
府
の
見
解
は
如
何
に
。

三

国
の
防
災
基
本
計
画
第
二
編
第
二
章
第
六
節
で
は
、
「
避
難
勧
告
等
が
発
令
さ
れ
た
場
合
の
安
全
確
保
措
置
と
し
て
は
、

指
定
緊
急
避
難
場
所
へ
の
移
動
を
原
則
と
す
る
も
の
の
、
避
難
時
の
周
囲
の
状
況
等
に
よ
り
、
指
定
緊
急
避
難
場
所
へ
の
移

動
を
行
う
こ
と
が
か
え
っ
て
危
険
を
伴
う
場
合
等
や
む
を
得
な
い
と
住
民
等
自
身
が
判
断
す
る
場
合
は
、
近
隣
の
緊
急
的
な

二



待
避
場
所
へ
の
移
動
又
は
屋
内
で
の
待
避
等
を
行
う
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
、
市
町
村
は
、
日
頃
か
ら
住
民
等
へ
の
周
知
徹
底

に
努
め
る
も
の
と
す
る
」
と
さ
れ
、
ま
た
「
必
要
が
あ
れ
ば
、
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
施
設
以
外
の
施
設
に
つ
い
て
も
、
災

害
に
対
す
る
安
全
性
を
確
認
の
上
、
管
理
者
の
同
意
を
得
て
避
難
所
と
し
て
開
設
す
る
。
さ
ら
に
、
要
配
慮
者
に
配
慮
し

て
、
被
災
地
域
外
の
地
域
に
あ
る
も
の
を
含
め
、
民
間
賃
貸
住
宅
、
旅
館
・
ホ
テ
ル
等
を
避
難
所
と
し
て
借
り
上
げ
る
な

ど
、
多
様
な
避
難
所
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
」
と
し
て
い
る
。

（
一
）

国
の
防
災
基
本
計
画
で
は
、
避
難
場
所
が
す
べ
て
建
物
を
想
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
「
車
中
泊
」
は
想
定

し
て
い
る
か
。

（
二
）

今
後
、
「
車
中
泊
」
に
よ
る
避
難
を
想
定
し
て
国
の
防
災
基
本
計
画
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
意
見
が

あ
る
が
、
政
府
の
見
解
は
如
何
に
。

右
質
問
す
る
。

三


